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【資本⾦と従業員数から判断】 
1 製造・建設・運輸業 資本⾦または出資の総額が３億円以下、もしくは、従業員が 300 ⼈以下 
2 卸売業 資本⾦または出資の総額が 1 億円以下、もしくは、従業員が 100 ⼈以下 
3 サービス業 資本または出資の総額が 5000 万円以下、もしくは、従業員が 100 ⼈以下
4 ⼩売業 資本または出資の総額が 5000 万円以下、もしくは、従業員が 50 ⼈以下 
5 ゴム製品製造業 

※⾃動⾞⼜は航空機⽤タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに

⼯業⽤ベルト製造業を除く。 

資本⾦または出資の総額が 3 億円以下、もしくは、従業員数が 900 ⼈以下

6 ソフトウエア業 資本⾦または出資の総額が 3 億円以下、もしくは、従業員数が 300 ⼈以下
7 旅館業 資本⾦または出資の総額が 5000 千万円以下、もしくは、従業員数が 200

⼈以下 
 
注２）その他の法⼈とは、次のいずれか該当するものです。 
   ① 北海道内に本社を有する、医療法⼈及び社会福祉法⼈、並びに、医業または社会福祉事業を主たる事 

業とする、財団法⼈または社団法⼈であって、常時使⽤する従業員の数が 300 ⼈以下の法⼈をいう。 
② 常時使⽤する従業員の数が 300 ⼈（⼩売業を営む者にあっては 50 ⼈、卸売業⼜はサービス業を営む者に 

あっては 100 ⼈）以下の特定⾮営利活動法⼈（特定⾮営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第
2 条第 2 項の規定による。）。 

 
ただし、以下のいずれかに該当する法⼈は対象外です。 
① 学校法⼈  
② 宗教法⼈  
③ 医業または社会福祉事業を主たる事業としない、財団法⼈または社団法⼈ 
④ 常時使⽤する従業員の数か 300 ⼈を超える法⼈ 
⑤ 常時使⽤する従業員の数が 300 ⼈（⼩売業を営む者にあっては 50 ⼈、卸売業⼜はサービス業を営む者に 

 あっては 100 ⼈）を超える特定⾮営利活動法⼈ 
 
Ｑ４ 札幌市内のクリエイターだが、この補助⾦を申請することができるか？ 
Ａ４ できません。コンテンツ等の事業を営んでいるクリエイター（企業、個⼈）は、企業と連携するクリエイター側となりま

すので、本補助⾦制度をご⾃⾝の営業ツールとしてご活⽤ください。ただし、連携するクリエイターについては、以下
の全てに該当している必要があります。 

○ 本社が札幌市内にある中⼩企業者で、同⼀の事業を⼀年以上営んでいること。 
○ コンテンツ事業を主に営んでいること。 
○ 市税の滞納がないこと。 

 
Ｑ５ 道内の中⼩企業だが、様々な事業を展開している。⾃分の会社が申請側なのかクリエイター側なのか、 

どちらに該当するのかわからない。 
Ａ５ 主な業務内容と売上構成（%）をもとに、総務省が定める⽇本標準産業分類（平成 25 年 10 ⽉改定）に基

づいてご判断ください。 
 
Ｑ６ どのように補助事業を指定するのか？ 
Ａ６ 公募締切⽇8/31（⾦）17:00 までに申請があったものについて、専⾨家による審査会を開き、得点の⾼い順に、

総予算額（400 万円）内で、補助対象事業を指定します。 
 



 
Ｑ７ クリエイター等が発⾏する事業企画書（提案書）とその⾒積書とはどういうものか？ 
    事業計画書（様式２－１）とは異なるのか？ 
Ａ７ 本補助⾦は、道内中⼩企業の経営課題を解決する為に、市内クリエイター等と連携して、クリエイティブなアイディア

（コンテンツ）で課題を解決していく取組に対して経費の⼀部を補助するものです。 
事業企画書（提案書）とは、企業が抱える経営課題の解決に向けたクリエイターが発⾏する提案書であり、   
その提案内容を実現するための予算がその⾒積書となります。両⽅とも連携するクリエイター等が企業に対して 
発⾏するものです。 
「事業計画書（様式 2-1）」は、それらの提案書等を添付資料として、企業側が作成するものです。 

 
Ｑ８ 企業と連携する市内クリエイター側だが、⼀部業務を外注することはできるか？ 
Ａ８ できますが、その経費は、「外部業務委託費」となり「直接⼈件費」とはみなされません。（Ａ２参照） 
   「外部業務委託費」は、「その他経費」に⼊りますので、補助対象経費全体の 25％を超えない範囲内であれば、 

「外部業務委託費」として⼊れることができます。 
 
Ｑ９ 道内の中⼩企業側だが、⾃社内でコンテンツを制作する場合の⼈件費は対象になるのか？ 
Ａ９ 対象になりません。⼈件費のうち補助対象と認められるのは、あくまでも、連携する市内クリエイター等との間に発⽣

する直接⼈件費分です。 
 

Ｑ10 補助⾦が⽀払われる時期はいつか？ 
Ａ10 補助対象事業の完了・精算後となります。 
    流れ）事業完了（クリエイターへの⽀払いも済んでいること） 

 ↓ 
事業完了⽇から 1 ヵ⽉以内に、事業完了報告書を提出（クリエイターからの領収書等を添付し精算） 
※ただし、事業完了⽇が 2/15 以降の事業の場合は、3/15 までに報告書を提出すること。 
 ↓  

        検査終了後、確定した補助⾦額を⽀払います。 
        
Ｑ11 事業成果の公表・普及とは具体的にどういうことか？ 
Ａ11 本補助⾦の公募説明会や関連セミナーでの事業実施報告（成果発表）の他、当財団が主催するセミナー等へ

の講演依頼をさせていただきます。また、報告書等を作成する際に、「成果事例」「モデルケース」としてご紹介いた
だきます。詳細は適時協議させていただきます。 

 
Ｑ12 本補助⾦の申請を検討しているが、市内クリエイター等を知らない。どうしたらよいか？ 
Ａ12札幌市内のクリエイターを直接ご紹介することはできませんが、本補助⾦の公募説明会や関連セミナー等には、市内

クリエイターも参加します。各イベントでは、企業とクリエイターが交流できる場も設けておりますので、是⾮ご参加くだ
さい。 

     また、貴社の経営課題に関するご相談は、市や国で⾏っているアドバイザー派遣制度等（３回まで無料）や、
中⼩企業基盤整備機構の無料の経営相談等もございます。    

   [参考] 
■札幌市中⼩企業⽀援センター「中⼩企業アドバイザー派遣制度」 http://chusho.center.sec.or.jp/ 
■中⼩企業庁「ミラサポ専⾨家派遣制度」 https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html             
■中⼩企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/consulting/index.html 
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